
【令和７年度　社会福祉法人一般指導監査（結果）について】

〇指導監査実施状況

監査実施期間：令和７年７月２５日～令和７年１２月２３日

（文書指摘事項内訳）

Ⅰ法人運営 Ⅱ事業 Ⅲ管理

15 9 2 4 134 72 221

文書指摘 指導監査ガイドラインの指摘基準（法令または通知等の違反）に該当するもの

口頭指摘 指摘基準に該当するものではあるが、違反の程度が軽微である場合又は文書指摘を行わなくとも改善が見込まれるもの

助　　言 法令等に違反及び指摘基準に該当するものではないが、法人運営の向上に役立つと考えられるもの

○文書指摘事項の事例
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指摘内容

・評議員会への欠席が２回以上続き、名目的・慣例的に選任されていると考えられる評議員が含まれている。（2件）

・評議員会議事録等の関係書類について、主たる事務所に備え置きがなされていない。（1件）

・在任する評議員の人数が定款で定めた理事の員数及び在任する理事の人数を超えていない。（1件）

・評議員会・理事会の決議の省略の際に、必要な全員からの同意書について、その一部が確認できず、またその決議が

あったとみなされる日について誤りがある。（1件）

・財産目録の様式について、前回の一般指導監査に引き続き会計基準に定める様式に従っていない。（1件）

・財産目録の基本財産に係る表記について、定款の表記と一致していない。（1件）

・予定価格が1,000万円を超え入札が必要となる工事について、３者の見積もり合わせによる随意契約にて行っていた。

（2件）

・施設の管理者について、１名以上理事として選任されていない。

・既に廃止されている事業について、定款変更がなされていない。

20 7 35%

・監事について、理事会への欠席が２名ともに３回続けて続き、監事全員が欠席して開催されている。

・理事会・評議員会において、欠席している理事・評議員が書面により議決権を行使している。

・前々回及び前回の一般指導監査に引き続き、理事長の職務執行状況報告について、議事録に記載がなく確認できな

い。
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